
１ 事業内容
周産期医療の希薄化が懸念される地域を選定し、関係者による地域協議会を設置

して課題改善に取り組む。

２ 選定地域

◆井笠地域（笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町）：令和６・７年度
【選定理由】
管内の産婦人科診療所が令和５年度末で閉院した。また、隣接する福山市でも、

２施設が分娩取扱いを終了するなど、周産期医療を取り巻く環境の変化が大きい。
【委員の構成】
保健・医療・福祉関係者、当事者、消防組合、行政関係者

◆高梁・新見地域（高梁市、新見市）：令和７・８年度
【選定理由】
高梁市内には分娩取扱施設がなく、新見市唯一の分娩取扱施設も令和７年３月

末で分娩の取り扱いを終了したため、管内の保健と医療の体制づくりについて
協議する必要がある。
【委員の構成】
保健・医療関係者、当事者、行政関係者
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◆第１回（R7.8.20）
「産後ケアの活用」と「妊産婦のメンタルヘルス」に焦点をあて、子育ての実情

等について意見交換を行った。

グループワークにおいて、地域に根付かせる取組として、産後ケア事業の周知に
ついて工夫が必要との意見があった。

◆産後ケア利用促進に向けたワーキング委員会
協議会での意見を受け、「産後ケア利用促進に向けたワーキング委員会」を立ち

上げ、産後ケア事業を周知するための啓発資材（チラシ）を作成した。

＜ワーキングメンバー＞
協議会委員のうち、助産所代表、当事者、行政関係者で構成

◆第２回（R8.2.12）
ワーキング委員会で検討した産後ケア事業の啓発チラシについて報告を行うとと

もに、作成したチラシの活用方法等について意見交換を行った。
チラシについては、井笠圏内の医療機関や企業、市町等へ配布し、産後ケアの重

要性等のさらなる周知を図る。
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◆第１回（R7.12.18）
高梁・新見地域における子育て期の当事者の声等を紹介するとともに、現在、地

域で取り組んでいる子育て支援策についての報告を踏まえ、子どもの保護者、医療
機関、行政の立場から、地域の現状・課題について意見交換を行った。

その中で、地域の現状をより詳細に把握するために、高梁・新見地域において、
安心して妊娠・出産・子育て（概ね１歳頃まで）ができる環境づくりを検討するた
めのアンケートについて協議し、令和７年度に実施することを決定した。

令和８年度にアンケートの結果を踏まえ、今後、行う取組について検討を行う予
定としている。
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